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1　は じ め に

法中毒学とは，毒物学および分析化学，薬理学，臨床

化学など様々な学問を応用し，死亡，中毒，薬物使用に

関する医学的または法的な調査を支援する学問である．

法中毒学は，死体に限らず生体も対象とし，試料も血液

や尿だけでなく筋肉や肝臓，脳などの組織，さらには骨

など様々であり，これら生体試料に含まれる薬物や化学

物質を多種多様な分析装置を用いて明確に識別し，正確

にその量を測定する必要がある．得られた結果は死因究

明や犯罪への関与など法的な判定に使用され，個人や社

会に及ぼす影響が大きいことから，その分析には正確

性，妥当性，信頼性が不可欠である．また，法中毒学者

には，これら分析を正確に行うだけでなく，分析から得

られた結果について，薬物動態，代謝，相互作用，副作

用や薬物の安定性など様々な薬学的要因に加えて死後起

こりうる現象についても考慮し，得られた結果について

正しい評価を行う専門性が求められる．そのため，法中

毒学においては薬学教育を基盤とした研究・実務・人材

育成などが行われることが望ましい．しかし，現在，薬

学部において法中毒学に関する教育はほとんど行われて

いない．さらに，薬毒物の関与を法的に調査する機関の

一つに大学の医学部に所属する法医学教室や，東京や大

阪などごく一部の大都市に設置されている監察医務院な

どの法医学施設があるが，全国的に見ても薬毒物分析が

行われているのは全体の約半数にも満たないのが現状で

あり，法中毒学者の不足やそれに伴う分析の量や質の低

下は法医学において大きな問題となっている．これら問

題を受け，千葉大学では 2014 年に医学部内に法中毒学

を含む 6 部門からなるセンターを立ち上げ，法医学に

おける薬毒物分析及び人材の育成を強化した．さらに，

2021 年，閣議決定された死因究明等推進計画法におい

て，薬学教育における死因究明等に関する教育の必要性

や他施設・他学部間の連携の強化について初めて言及さ

れることとなった．この直前である 2021 年 4 月，千葉

大学は薬学研究院に本邦初の法中毒学を掲げる研究室を

開設した．また，2024 版に改訂予定である薬学教育モ

デル・コアカリキュラムにおいて，死因究明における薬

学学修者の果たすべき役割が明記された．これにより，

大学内における法医学と法中毒学すなわち医薬の分業・

連携を通じた死因究明に関する実務・研究・教育の実施

が可能になり，加えて後継者育成の推進が期待されるこ

ととなった．本稿では，法中毒学にて行われる分析につ

いて紹介すると共に，薬学部の分析化学教育における法

中毒学の必要性及び今後の展開について考えていく．

2　法中毒学の専門性と特殊性

毒性学では薬物や化学物質が生体に及ぼす影響を研究

する．法中毒学では薬物や化学物質により生じた有害事

象だけでなく，その結果が法的に問題となる可能性のあ

る事例を取り扱う実学的側面を持つ．中毒や死亡の原因

となりうる薬毒物は，医薬品，工業製品，自然毒また一

般家庭用品と幅広く，特別な毒物でなくとも日常使用し

ている様々なものが使用方法・使用量次第で毒となりう

る．また，近年では，一時期流行した危険ドラッグだけ

でなく，ベンゾジアゼピン系睡眠薬や向精神薬など既存

の化合物の構造を一部変えたデザイナードラッグや，通

常のドーピング検査で検出されないよう作られたデザイ

ナーステロイドが流行し問題となっており，未知の構造

を持つ薬物も多数存在する．これら薬毒物を見逃すこと

なく検出するためには，薬毒物の性質に合わせた最適な
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分析機器を選択し，これら分析機器の原理や問題点など

を理解した上で分析を実施することができる専門知識及

び技術が必要となる1）．さらに法医解剖では，高度の腐

敗など死体の状況によっては，通常臨床で取り扱う血液

や尿の採取ができないことも多く，毛髪，体液，臓器，

胃内容物，筋肉，脂肪や骨など様々な試料を用いて検査

を行わねばならず，複雑なマトリックスに適した分析法

を生体試料ごとに検討していく必要がある．さらに，こ

れら検体は死後変化の影響を受けるため，血液を用いる

ことができる場合でも生前においては考えられないよう

な濃度変化が起こっていることがある．薬物を高濃度含

有した胃から薬物が浸潤し血液に拡散する死後拡散や，

死後の pH 変化に伴うタンパク質結合率変化などにより

血管周辺臓器などから血中に再分布していく死後再分布

では，死亡時と比較し濃度が大きく上昇してしまうこと

がある2）3）．逆に，死後血液中でバクテリアが繁殖する

ことや，死後もしばらく活性が失われない酵素により薬

毒物が分解されてしまうこと，更には溶血により放出さ

れたヘモグロビンが触媒する酸化反応など生前では起こ

りえない死後代謝が起こることで，薬毒物の濃度が低下

したり検出が難しくなることもある4）5）．このように死

後にはさまざまな要因によって濃度変化がおこることか

ら，これら現象を理解した上で正確性や再現性のある定

量分析を行い，正しい濃度評価を行う必要がある．

3　法中毒学の現状

上述のように，高度な専門性及び特殊性を要すること

から，薬物にかかわる様々な基礎研究及び教育を通じた

継続的な研
けん

鑽
さん

が必要である．実務としても生体試料中の

医薬品分析や毒性評価を行っている薬学部で実施し，医

学部における法医学教室と連携して行っていくのが適し

ていると考えられる．実際，我が国の法中毒学の嚆
こう
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なる衛生裁判化学講座は，明治 26 年（1893 年）に初

めて東京帝国大学医科大学薬学科に生薬学，薬化学と合

わせて設置され，法中毒学の実務を担当していた．これ

に先立ち 1888 年に東京帝国大学医科大学に裁判医学講

座（1891 年に法医学講座に改称）が開講されていたこ

とから，この当時は法医学と衛生裁判化学が連携して解

剖結果と薬物検査の結果に基づく鑑定を行い，死因の判

定は大学内における医薬の分業・連携の上で実施されて

いた6）7）．しかしながら現在衛生裁判化学は衛生化学と

なり，実務を行う際の予算の問題や，薬学における研究

業績評価や教育内容の点から鑑定業務に携わらなくな

り，法中毒学に関する教育・研究はほとんど行われなく

なった．そして，現在法中毒学は法医学領域の一部とし

て取り扱われ，実務としての薬毒物検査は法医学教室に

おいて実施されているものの，その質と量には機関ごと

に大きな開きがある．また，法中毒学に関する基礎研究

は，法中毒専任の教員が在籍する一部の大学において行

われている．

4　法中毒学分析の実際と課題

法医学で主に行われている法医解剖では，肉眼解剖に

加え病理組織検査，CT などを用いた画像検査，生化学

検査，薬毒物検査といった様々な医学的検査が実施され

れ，これらの結果を総合的に判断することで正しい死因

究明が可能となる．特に違法薬物を含む薬毒物使用の有

無や薬物中毒は外表所見や解剖検査など肉眼的検査から

の判断が困難であり，分析結果次第では死因が大きく変

わることや新たに事件性が生じることもある．そのため

薬毒物検査は死因診断においても社会の治安維持の観点

においても非常に重要である（図 1）．

しかし，日本では警察取り扱い死体の 9 割程度は，

初動一日程度で死体の外表検査，薬物簡易検査キット，

状況調査などから犯罪性なしと診断され，解剖すら実施

されていないのが現状である．また，日本で警察が死因

判定のために主に用いている薬物簡易検査キット

（DRIVEN-FLOW®や IVeX-screen など）は，本来，救

急救命の現場において意識障害のある患者に対し適切な

治療を迅速に施すためや，覚醒剤や大麻，睡眠薬などの

いわゆる乱用薬物使用の有無を短時間で判定するために

開発されたものである．これらは定量性に乏しく，また

偽陽性や偽陰性の頻度が高いことが問題となっている．

さらに，シアン化合物などの化学物質，医薬品，テトロ

図 1　死因究明における薬毒物検査の重要性
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ドトキシンやトリカブトなどの自然毒といった多くの薬

毒物の検出はできず，死因判定を目的とする検査として

は不十分である．実際，シアン化合物が関与した殺人を

複数例見逃したとされる「関西連続青酸死事件」では，

検視時の薬物検査が問題となったことから，予算を増額

して検査の拡充を図った．しかし，この変更は実際に現

場で行われているシアン化合物の検査に，口元における

唾液を利用しての pH 試験紙の変色検討や検知管の導入

を追加したのみであり，検視後の法医解剖の必要性を正

しく判断できる薬物検査ではなかった．さらに，警察の

判断により犯罪性が否定され，法医解剖が行われなかっ

た約 9 割程度の非犯罪性死体においても，検体を警察

が保管・検査することは警察行政の性質上困難とされて

いる．海外における土葬文化では，死亡後薬物使用が疑

われた場合には，掘り起こした遺体からサンプルを採取

し，薬物検査を実施することも可能である．一方，日本

ではほとんどすべての遺体が火葬されてしまうことか

ら，薬物が関与した犯罪を証明することは不可能にな

る．真の犯罪見逃しを防止し，正しい死因究明を行うた

めには，初動段階で犯罪が疑われない場合においても機

器分析を用いた薬毒物検査が実施できる体制を構築すべ

きである．

法中毒学では解剖検体だけではなく生体試料も分析対

象となる．飲酒や違法薬物が絡んだ事件・事故の裁判で

は，当事者の血中アルコール濃度や薬毒物濃度による行

動能力や責任能力への影響の評価が求められる．また，

薬物を使用したレイプ事件では，被害者の薬物の影響下

における記憶障害や危険回避能力の評価が求められる場

合がある．このような法的手続きの中で，医学的評価が

論点となりうる事項に対し，医師による当事者診察に加

えて薬毒物分析を行い，科学的根拠に基づく評価を行う

ことは，当事者の人権擁護につながり，社会の安心・安

全に寄与すると言える．このように生きている人間に関

して医学的に公正な判断を下す学問である「臨床法医

学」は，欧州やオーストラリアでは確立された一つの分

野として認識されており，法中毒学者との連携のもと生

体鑑定が実施されている．また，アルコール・薬物が人

間のパフォーマンスと行動に及ぼす影響およびその使用

による医学的・法的影響を扱う法中毒学の一領域とも言

える「Human Performance Toxicology」が発展しており，

薬物とアルコールの使用に関する社会的調査や，危険運

転・殺人・性的暴行を含む薬物に関連する犯罪に加え

て，航空機・自動車・船舶の衝突事故などの捜査などが

実施されている．さらに競技スポーツでは，アスリート

の健康と福祉を守り，公平で均等な競技水準を維持し，

公営競技の公正性を維持するためのドーピングに関する

規則が設けられている．これらドーピング検査も，国際

オリンピック委員，世界アンチ・ドーピング機構，国際

競馬統括団体連合と連携し，法中毒学者が生体試料の分

析を実施している．日本における臨床法医学は発展途上

であり，一部の法医学教室が個別で活動するのみであ

り，実務的，法的にもまとまった体系を構築するには

至っていない．そのため，現在日本においては，臨床法

医学で問題となりうる生体試料を，専門家である法中毒

学者が分析し評価することはほとんどない．臨床法医学

における薬毒物分析は， 正確性，妥当性，信頼性が不可

欠であり，専門性の高い薬毒物分析が求められる．これ

らが未発達な状況では，客観的・公平性に欠けた医学的

判断に基づいた診断が行われている可能性がある．今後

日本においても，海外を参考に臨床法医学と法中毒学と

の連携を強化し，生体試料の分析を実施していく必要が

ある．

法医解剖に伴う薬物検査費用は大学間での格差が認め

られる，かつて司法解剖は執刀医への謝金のみで行われ

ていたが，国立大学の法人化後，警察庁によって検査経

費が予算化された．これに伴い，解剖数が比較的多く，

かつ積極的に薬物検査を導入してきた法医学教室では予

算規模の大きさから高額な分析装置を購入し，検査担当

者を雇用できた．一方，解剖数が少なかったり，薬物検

査導入に消極的であった法医学教室では分析装置の購入

及び検査担当者の雇用ができず，旧態依然として薬物検

査ができない状況にある．また，現在多くの大学の法中

毒学部門は医学部法医学講座の一部となっており，医学

部の限られた定員では，解剖を行える医師の雇用が優先

され，薬毒物の検査担当者の雇用は後回しになりがちで

ある．2019 年，日本法医学会内で開催されている法医

中毒勉強会にて，全国の監察医務院 2 施設を含む法医

学関連機関 92 施設を対象とした薬物検査状況調査（矢

島ら，未出版データ）において，回答が得られた 49 施

設のうち，薬毒物検査ができる教職員が在籍している施

設は 46 機関であり，分析実施機関の 6 割以上で 1 人体

制を敷いていることが報告された．分析者の身分は 6

割以上を助教及び技術職員が占め，技術職員のみで検査

を実施している機関も少なくないと報告している．さら

に，一部の教員は薬学や化学を専門としているものの，

それまで全く違う分野を担当していた職員が一から技術

を習得していくことも多い．検査内容に関しては，アル

コール検査，一酸化炭素検査，一般的薬毒物スクリーニ

ング検査や定量検査などの基本的な検査は多くの施設が

自施設で実施可能であるのに対し，シアン化物検査や硫

化水素検査など特殊な検査になるほど実施率が低下する

傾向が見られ，自施設にて検査できない検査については

30 ％ 程度が他大学，残り 70 ％ 程度が科捜研への委託

を行っていた．最も重要な点としてアンケートの回答を

得られなかった 43 機関では薬毒物検査が実施されてい

ない可能性が高く，薬物検査実施率の低さ及び検査担当

者の不足が露呈し問題となった．

このような多くの問題の解決に向け，千葉大学では，
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2014 年より，医学部内にて法病理学，法中毒学，法遺

伝学，法歯科学，法医画像診断学，臨床法医学の 6 部

門からなる千葉大学附属法医学教育研究センターを立ち

上げた．これにより今まで法医学教室が持っていた大学

規定の雇用枠を超え，各部門において，それぞれ専門家

の雇用・人材育成及び研究教育が可能となった．さら

に，各部門間における密な連携により，現在，小児科，

産婦人科，救急科などの臨床科との協力のもと虐待や小

児の事故等の薬物検査の実施，警察と協力しての運転時

や犯罪時の処方薬の分析及び影響の検討，また，検視時

に犯罪性が曖昧な事例における死後画像診断と薬毒物検

査による犯罪性遺体のスクリーニングなど様々な検査が

実施され，法中毒学の業務も拡大されつつある．しかし

ながら，あくまで医学部内に設置されていることから，

臨床各科や元々法医学と関係のあった他機関との連携と

比較して，特に法中毒学部門の薬毒物分析との連携に関

しては課題が残されていた．医学教育モデル・コアカリ

キュラムでは分析化学を取り扱うことはなく，医学部で

は系統立てた分離や計量計測を学修する機会がない．一

方，薬学部においても法医学における薬物分析の認知は

低く，薬学生の将来の選択肢に上がりにくい．これらの

理由から，薬学部と医学部の双方において専門家の育成

が難しい状況である．千葉大学においては，大学内で薬

学と医学すなわち法中毒学と法医学との連携が可能に

なったものの，全国的には法医学分野の医薬連携はほと

んど行われていない．

5　法中毒学の取り組みと今後の展開

2020 年 4 月に死因究明等推進基本法が施行され，厚

生労働大臣を本部長とする死因究明等推進本部におい

て，法医学における薬毒物検査の在り方を含めた今後の

日本の死因究明の在り方が議論され始めた．そして

2021 年 6 月に死因究明等推進計画が閣議決定され，死

因究明等が適切に実施されるための人員確保，その資質

の向上が求められることとなり，その中で初めて薬学教

育における死因究明等に関する内容の充実を求められる

文言が明記された．さらには，死因究明等の質の向上及

び体制強化を図るためには，大学の教育・研究体制を充

実することが不可欠であり，大学間や学部間の連携を強

化し，死因究明に関する教育・研究拠点の整備・拡大を

図っていくことも今後の重要な課題として挙げられた．

このような動きを受けて薬学部における法中毒学設置の

必要性が示され，閣議決定がされる直前の 2021 年 4

月に，千葉大学附属法医学教育研究センター法中毒学部

門を基盤として，千葉大学大学院薬学研究院・薬学部に

日本で初めて法中毒学を掲げる研究室が新規に開講され

た．これにより法医学における死因判定が大学内におけ

る医薬の分業・連携の上で再び実施でき，加えて法中毒

学の後継者育成の推進が期待されることとなった．

現在，千葉大学大学院薬学研究院法中毒学研究室は 2

名の教員体制である．実務面では医学研究院法医学教室

と分析機器や人材を一体的に運用し，法医解剖，近隣警

察医の検案に伴う薬毒物分析や生体鑑定に伴う薬毒物分

析を実施している．初年度より薬学部における分析化

学，衛生薬学の講義及び実習を担当し，分析化学実習で

は実際に法医学の実務や警察による検視でも用いられる

簡易検査キットを用い，偽陽性や偽陽性が起きてしてし

まう原理やそれが検視やその後の解剖検査にどのような

影響を与えるかなど実際の問題について考察を促すよう

な内容を取り入れている．また，法医学教室と連携して

法医解剖見学を実施した際には，多数の薬学部生の参加

があり，潜在的な関心の高さがうかがわれた．このよう

に法医学教室と連携することで，これまで実際に法医学

及び法中毒学の現場に触れることが少なかった薬学部生

が，薬毒物分析や研究の実際に触れることが可能にな

り，法中毒学へより興味を持ちやすくなる環境が整いつ

つある．しかし，研究室の開設だけでは人材の育成は難

しい．過去に衛生裁判化学から衛生化学へ変遷していく

過程でも，一部では法中毒学にかかわる教育研究は継続

されていたものの，現在では法中毒学の教育がほぼゼロ

の状態まで衰退してしまっている．様々な要因が絡んで

の結果ではあるが，その原因の一つに薬学教育モデル・

コアカリキュラムの影響があげられる．近年，科学を基

盤として医療に貢献する薬剤師の職責に求められる薬学

の知識や技能が専門化かつ高度化しており，限られた大

学教育の中でこれら膨大な知識や技能を網羅して習得す

ることは困難となってきている．そのため，将来どのよ

うな分野に進んだ場合においても共通に必要となる薬剤

師の基本手的な資質と能力を習得し，そのうえで生涯に

わたって常に研鑽し社会に貢献できるよう，薬学部生が

身に着けていくべき必須の能力（知識・技術・態度）の

到達目標を分かりやすく提示したものが現行の薬学教育

モデル・コアカリキュラムである．薬学教育モデル・コ

アカリキュラムは，はじめ薬学部 6 年制を見据えて

2001 年に私立薬科大学協会と国公立大学薬学部長会議

の下で策定が行われ，これを 2002 年に薬学会が整理統

合した．初期の薬学教育モデル・コアカリキュラムで

は，薬学専門教育における「化学物質の分析」に関する

カリキュラムにて，一般的目標としての化学物質の検出

と定量の基礎知識及び技術の習得に加え，【分析技術の

臨床応用】の一つとして【薬毒物分析】の項目が掲げら

れており，乱用薬物などを含む中毒原因物質の生体試料

の取り扱いや分析に関する到達目標が設定されていた．

しかし，2013 年改訂版においては，「化学物質の分析」

から薬毒物分析の項目に関する部分が削除され，中毒原

因物質の試験法や分析に関する内容が「衛生薬学」のカ

リキュラム内の目標へと変更されて，現在に至る．現

在，2021 年の死因究明等推進計画の閣議決定を受け，
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薬学教育モデル・コアカリキュラムの改訂が検討されて

おり，その素案における「衛生薬学」のカリキュラム案

にて，新たに死因究明に関するカリキュラムが追加され

る予定となった8）．その具体的学修目標として，「死因

究明に関する社会的な影響，国際的な動向の解析，関連

する規制・制度，及び関連法規の理解のもとに，実効性

のある薬学的アプローチを立案する」，また，学修項目

として，【死因究明における毒性学・法中毒学的アプ

ローチ】と，具体的な法中毒学教育内容が掲げられるこ

ととなり，さらには，臨床薬学教育内において，ドーピ

ング防止等にむけた教育についても含まれている．この

改訂により，今後，全国の薬学部・薬科大学における教

育・研究・実務の一体的な実施のもと，継続的かつ恒常

的な人材育成及びより専門性の高い薬毒物分析の実施な

どが期待されることとなった．法中毒学にかかわる分析

の今後の発展のためにも，今後，これら死因究明にかか

わる教育を維持していきながら，分析化学のカリキュラ

ム内にて，法中毒に関する分析に必要な知識及び技術の

習得が可能になるようなカリキュラム設定を目指してい

きたい．

千葉大学では法医学分野の医薬連携が果たされたこと

によって，研究面でもメリットが生まれている．すなわ

ち，これまで千葉大学法医学教育研究センター法中毒部

門が所有していた分析機器に加え，薬学研究院が所有す

る共同利用機器も制約なく利用できるようになり，研究

の幅が広がっている．

法医学先進国であるスウェーデンでは，政府に法医学

を振興し，鑑定実務を遂行するための部局（Rättsmedici-
nalverket, RMV；national board of forensic medicine, 国立

法医学局 ）があり，スウェーデン内の 6 か所の解剖施

設を統括しつつ警察取り扱い死体の約 9 割を解剖し，

薬毒物検査については 1 施設に集約して実施している．

さらには薬物分析担当者を実務家として RMV に所属さ

せながらカロリンスカ大学やリンショーピン大学などの

教員を兼務させ，法中毒学の教育研究を行っている．ま

た，もう一つの法医学先進地域であるオーストラリア・

ビクトリア州にあるビクトリア州法医学研究所（Victori-
an institute of forensic medicine, VIFM）では，警察取り

扱い死体の半数程度を解剖し，RMV と同等規模の設備

と人員を有する薬物部門にて，解剖実施事例だけでな

く，非解剖事例についても薬物分析をおこなっている．

VIFM においても，薬物部門の主任が Monash 大学法医

教授を兼任し法中毒学者育成プログラムを開講するなど

している．RMV，VIFM いずれの機関でも，一つの機

関内に多数かつ多様な質量分析装置を備え，それぞれの

機器の特性に合わせて使い分けることにより，様々な薬

毒物を検出できる分析法が確立されている．さらに，国

や学会機関により分析法や，分析者の質が管理され，常

に一定の結果が得られるよう，分析システムが管理され

ている．これら先進国と比較し，日本の法中毒学は，近

年大きく発展しつつあるものの，まだまだ後塵を拝して

いるのが現実である．日本においても将来的には法医学

及び法中毒学の先進国と同様に，国家的規模の支援並び

に先導の下に， 分析センターの拠点化，また，法医学関

連施設だけでなく，科学警察研究所，科学捜査研究所や

麻薬取締部など，薬毒物分析を実施する関連機関と連携

し，これら施設間での分析及び分析者の質を，国内・国

外の管理機関と連携し管理していき（図 2），国内均一

水準・世界水準の鑑定結果を得られる分析システムを構

築していく必要があるのではないだろうか．

6　さ い ご に

近年の著しい分析機器の発達に伴い，法中毒学も世界

的に見て大きく発展してきている．しかしながら，日本

では，法医学・法中毒学にかかわる制度の不備や分析者

の不足などから，法中毒学はいまだ発展途上であると言

わざるを得ない．今回の死因究明等推進計画の閣議決

定，また今後予定されている薬学教育モデル・コアカリ

キュラムの改訂は今後の法中毒学の発展に寄与する重要

な動きであり，これらの動きを逃すことなく，本邦の法

中毒学の研究・教育・実務を大きく発展させることに貢

献したいと考えている．
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